
 一般病棟７対1入院基本料の算定要件の見直しを行い、患者像
に即した適切な評価や病床の機能分化の推進を図る。 

              

 
 

 

 
                    

一般病棟 
入院基本料 

平均在院日数   １８日以内 
看護必要度基準 １割５分以上 

特定機能病院 
入院基本料 

平均在院日数   ２６日以内 
看護必要度基準 １割５分以上 

専門病院 
入院基本料※ 

平均在院日数    ２８日以内 
看護必要度基準 １割５分以上 

一般病棟 
入院基本料 

平均在院日数 １９日以内 
看護必要度基準 １割以上 

特定機能病院 
入院基本料 

平均在院日数   ２８日以内 
看護必要度基準 評価のみ 

専門病院 
入院基本料 

平均在院日数  ３０日以内 
看護必要度基準 １割以上 

病院機能にあわせた効率的な入院医療等の評価 
７対１入院基本料の算定要件の見直し 
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【現行】 【改定後】 

※ ただし、悪性腫瘍患者を一般病棟に７割以上入院させている保険医療 
   機関における看護必要度基準については、従前通り１割以上であること 

＜参考＞看護必要度基準：「一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票」により測定 
        Ａ得点(モニタリング及び処置等)２点以上 かつ、Ｂ得点(患者の状況等)３点以上の患者の割合 

【経過措置】 
平成24年３月31日において７対１入院基本料を算定している病棟であって、平成24年４月１日以降において改定後の７対1入
院料の算定基準は満たさないが、改定後の10対１入院基本料の基準を満たしている病棟に限り、平成26年３月31日までの間、
改定後の７対１入院基本料を算定できる。（ただし、25対１急性期看護補助体制加算（スライド８枚目）は算定できない） 



 亜急性期入院医療管理料を算定している患者の中に、回復期リハビリテーションを
要する患者が一定程度含まれることから、患者の実態に応じた評価体系に見直すこと
で、医療機関におけるより適切な機能分化を推進する。 

 

       （新）  亜急性期入院医療管理料１   ２,０６１点 
       （新）                    ２   １,９１１点 
 

［算定要件］ 

亜急性期入院医療管理料１ 
  脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料を算定したことがない患者について算定する。  
  (最大60日まで算定可能) 

亜急性期入院医療管理料２ 
  脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料を算定したことがある患者について算定する。  
  (最大60日まで算定可能) 
 

[施設基準] （亜急性期入院医療管理料１、２共通） 
① 届出可能病床は一般病床の３割以下。ただし、200床以上の病院は病床数にかかわらず最大40床まで。100床以下の

病院は病床数にかかわらず最大30床まで届出可能。 
② 看護職員配置常時13対１以上であること 
③ 診療録管理体制加算を算定していること 
④ 在宅復帰率６割以上であること 

亜急性期入院医療管理料 
亜急性期入院医療管理料の見直し 

３９ 



DPC制度（急性期入院医療の定額報酬算定）の見直し等① 
基礎係数（病院群別）の導入と調整係数の段階的・計画的な廃止 
定額報酬設定方法の変更 

DPC対象病院 

約1500病院 

Ⅰ群 Ⅱ群 Ⅲ群 

  
大学 
病院 
本院 
80 

病院 

一定の 
要件（※） 

を満たす 
 

 約80 
病院 

 
 

Ⅰ・Ⅱ群 
以外 

約1300 
病院 

調整係数 

Ｂ 
病
院 

Ａ 
病
院 Ｃ 

病
院 

H24 25% 
置換 

基 
礎 
係 
数 

50% 
置換 

基 
礎 
係 
数 

75% 
置換 

基 
礎 
係 
数 

基 
礎 
係 
数 

機能評価
係数Ⅱ 

置換
完了 

H26 H28 H30 
A 

B 

C 

A B C 

A 
B 

C A～C 

同程度の機能評
価となるＡ～Ｃ 
病院のイメージ 

病院毎に過去の報酬 
水準を維持（調整係数） 

 病院群別の平均水準 
（基礎係数） 
 
病院毎の診療実績 
（機能評価係数Ⅱ） 

 今後、段階的・計画的に移行 
 （平成30年度に完了） 

病院群の設定（DPC病院Ⅰ群～Ⅲ群） 

制度 
創設時 

＋ 

DPC病院Ⅱ群の要件 
（大学病院本院に準じた診療密度と一定の機能を有する病院） 

以下の実績要件1～4 を全て満たす病院 
（特定機能病院は実績要件2を除く） 

【実績要件1】 診療密度 
【実績要件2】 医師研修の実施 
【実績要件3】 高度な医療技術の実施 
【実績要件4】 重症患者に対する診療の実施 

暫定 
調整 
係数 

４０ 


